
第1章	はじめに	

1.1 市民協働とは	
	 「協働」とは「コラボレーション」とも訳

されるように、ただ単に協力して一緒に行

うという意味合いだけでなく、互いの違い

を生かし単体で行うよりもより高いパフォ

ーマンスが得られる事を指す。中でも「市

民恊働」というのは市民と行政が協働する

関係にあることで、福井県大野市が公表し

ている HPiでは「市民、市民活動団体、事業

者及び市がお互いの立場を理解し、不特定

かつ多数の利益の増進を図るために共通の

目標に向かって対等な立場で協力して、そ

の成果と責任を共有する関係」とされてい

る。ここで重要となるのは、「対等な立場」

という言葉であり、他が“同質・同一”、ま

た主従関係になることなく、相互の特性を

保ちながら生かし合える存在となることで

ある。これまで行政が担ってきた公共的で

公益的な部分において NPO 団体や各種団
体、市民などの異なる立場の人々が責任を

共有し、それぞれの役割を自覚しながら共

通の目標に向かって取り組んでいく姿勢が

理想の「市民協働」と言える。 
 

1.2 市民協働の必要性	
	 では、なぜ近年この「市民協働」が必要

とされているのだろうか。本国では近年、

人口減少や長期の景気低迷により、地方自

治体は歳入に占める市税や地方交付税の割

合が低迷し財政難が続く状況である。一方、

市民側は少子化、単身高齢者の増加、また

待機児童の増加など深刻な問題が増え、住

民のニーズは地域毎に複雑に多様化してい

る。これらのニーズに対応したサービスを

行政が行う為には、新たな行政手法が必要

であり、限られた財源を用いて的確に諸課

題に取り組む必要がある。 
	 これらを踏まえると、もう行政のみで持

続可能な行政運営を行うことは非常に難し

いところがあり、そこで「新たな公共」と

して期待されるのが「市民恊働」である。

自治会・市民団体が行政と連携をする事で、

行政だけでは手の届かなかった、或いは気

づく事のできなかった諸問題に取り組む事

ができ効率的に市民ニーズに対応したサー

ビスを行う事が可能となる。また、行政と

は異なる市民の視点を取り入れる事で古く

から培われてきた行政主導体質を見直し・

改善する事ができる。 
 
1.3 市民協働のメリット	
	 市民恊働のメリットは市民や NPOが持
つ行政にない特性や社会的役割にあり、そ

れが行政に取り入れられる事でいくつかの

効果を生んでいる。 
	 まず市民側のメリットとして市民が主体

となりまちづくりに関わることで「市民と

しての自覚」が増すことや、市民が行政に

携わることで「市民が市を好きになる」こ

となどが考えられる。また行政側のメリッ

トとしては行政の役割の一部を市民が担う

ことで、「事業の見直しや効率化」が見込

める。さらには利益を追求しない市民活動

団体の特性から、事業を低コストで実施で

きる他、役割の分担が行えることで市職員

の負担・人件費の削減に繋がり「行政コス

トの削減」も可能性として期待できる。 
 

第2章	土浦市での市民協働・人材育成	

2.1 土浦市の考える市民協働	
	 では土浦市は「市民協働」に対してどの

ように考えているのだろうか。土浦市市民

活動課市民協働室へのヒアリング調査の中

で土浦市は市民協働を以下のように考えて

いることが分かった。 
 
○土浦市の考え	

「市民と行政が、公共的課題への対応に

総力をあげて取り組むためにそれぞれの

役割をしっかり果たすことも含めて、お

互いの強みを発揮し、弱みを補いながら、

分担・連携・協力関係をもって活動する

こと。」	
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	 また「土浦市都市計画マスタープラン」iiの

中に「協働の都市作り」という項目を設け

ており、都市作りにおける「市民恊働」の

重要性とその方針を示している。そこでは、

都市作りの主体を 3つに分けて考えており、
それぞれに役割を持たせている。以下はそ

の要約である。 
 
①	市民	

「都市づくりの主役としての自覚と責任

を持ち、事業者、行政との連携・協力に努

め、主体的に都市づくりに関わっていくこ

とが求められる」	

②	事業者	

「操業の維持、継続等、従業員やその家族

の生活環境のみならず、地域環境の向上、

交通安全への配慮等、積極的な社会貢献や

都市づくりへの参加が求められる」	

③	土浦市	

「積極的に関連する情報の公開を行いな

がら、支援・援助を行うとともに、必要に

応じて、国、県、周辺市町及び関係機関へ

の要請や調整、連携を行い、円滑で効率の

良い計画の推進を目指す」 
 

2.2 土浦市での市民協働の必要性	
	 次に土浦市において「市民協働」は必要
があるのかどうか検証する。	

	 	図 1	土浦市の人口推移予想	 	 	図 2	土浦市の財政支出	

	

	 上記図 1 のグラフは土浦市の 2000 年か
ら 2040 年までの人口推移であるiii。このグ

ラフからこの先土浦市の総人口は単調減少

していくことが考えられる。 
また上記図 2 のグラフは土浦市の歳出を示
しておりiv、平成 22から平成 28年までの年
間歳出の推移は比較的横ばいと言える。こ

れら２つのグラフからこのまま推移すると

仮定すると、歳出を総人口で割った市民一

人当たりの財政負担は今後上がって行くこ

とが考えられる。 

	 ここでこの一人当たりの財政負担を具体

的な数値を用いて計算してみる。2015年の
土浦市の歳出【98,649 百万円】を 2015 年
の人口【140,804人】で割ると一人当たり約
70 万円のコスト負担があると言える。次に
もしも年間歳出額がこのまま変わらないと

仮定し、2015 年の歳出を 2040 年の総人口
予想【117,737 人】で割ると一人当たり約
84 万円になり、およそ 14 万円の差が生じ
てしまう。このギャップを埋める方法とし

て「行政コストの削減」と「人口減少の防

止」の二つが考えられ、そのどちらにも効

果が期待される市民恊働は大変重要な考え

方と言える。 
	 また図 3 のグラフは「土浦市年齢階級別
純移動数の時系列分析」のグラフであるv。

このグラフは 5 年間の間に各年代どれだけ
の人口が移動し増減したかを示している。

このグラフを見ると各年代とも大学入学時

期に人口が減っているが、それに対する U
ターンで帰ってくる人口が年々減少してい

ることが分かる。また 2000年以降、結婚・
子育て世代の人口も減少しており、この人

口減少には少なからず「地域愛着の不足」

が影響しているのではないかと考え、この

ことからも市民恊働の必要があると言える。 

図 3	年齢階級別純移動数の時系列分析のグラフ	

	

2.3 市民協働・人材育成における土浦市の活動	
	 次に実際に土浦市で行われているいくつ
かの市民協働活動について述べていく。	

2.3.1 協働のまちづくりワークショップ	
	 「協働のまちづくりワークショップ」は
平成 27 年から行われているワークショッ
プ事業であり、市民に「自分たちのまちは

自ら創る」という意識醸成を図ることを目

的のもと企画の考案が行われている。参加

者を増やすために毎年対象者を定めた上



でテーマが決められ、「まちのホームペー

ジづくり」や「食品ロスの削減」など幅広

い題材を取り上げている。しかし市役所へ

のヒアリング調査より例年あまり多くの

参加者は見込めていない。 
 

2.3.2 協働のまちづくりシンポジウム	
	 協働のまちづくりシンポジウムは、”協
働の意識を高め市民活動を活性化する ”
ことを目的として平成 21 年度より毎年開
催されている人材育成型のイベントであ

る。内容としては、「外部から招いた講師

による講演」、「土浦市の NPO団体等によ
るパネルトークやポスターセッションな

ど」が行われている。入場料は無料で申し

込みも不要である為、誰でも自由に参加で

きるようになっており、昨年は定員 350名
の多目的ホールにて約 250名の参加、また
一昨年は定員 600 名の土浦市民会館で開
催され約 550名の参加が確認されている。 
 
2.3.3 まちづくりファンドvi	

	 まちづくりファンドは市民団体らの提
案に対し、行政が補助金を出すというもの

で、市民の積極的な意識をもとに市民団体

や NPO と行政が協力して「市民協働のまち

づくり」を進めることを目的とされている。

まちづくりファンドには市民提案事業と

景観形成事業があり、市民提案事業にはソ

フト事業とハード事業がある。まちづくり

ファンドを利用するためには事業申請や

プレゼンテーションなど、いくつかの手続

きが必要で、市民にとっては少し面倒な手

続きである印象をうける。	

図 4	まちづくりファンド補助金詳細	

	

	 次に交付される補助金については、事業

ごとに図 4 のように定められている。どれ

も全額負担という訳ではなく、ソフト事業

については回数を重ねるごとに補助金が

減額され、３回目以降、補助金は交付され

なくなる。過去にまちづくりファンドによ

って実現したものとして、ソフト事業では

市民エコ推進事業や町歩きなど計８件、ハ

ード事業では塀の補修など計１０件が報

告されている。	

	

第3章	ヒアリング調査	

3.1 ヒアリングの目的	
・土浦市	

	 土浦市が市民協働に対してどのように

考えているか、現在実施されている事業

の現状、土浦市が現在抱える市民協働に

おける課題を把握する。また行政側だけ

でなく市民側の意見も聞き、双方の考え

る市民協働に差異が無いかを確認する。	

・その他	

	 本班の提案を考える上での参考事例と

して、他市の先行事例を調査する。具体

的な実現までの流れや、実際の経費、実

施後の効果などを聞くことで、自らの提

案へと反映させる。	

	

3.2 ヒアリング先一覧	

	

第4章	土浦市の現状・課題	

4.1 土浦市の現状	
	 ここまでの調査によって、市民協働にお

ける土浦市の現状がいくつか見えてきた。	

	 まず一つ目は「市民協働そのものに対す

る問題」である。土浦市はそもそも市民協

働の定義を定めていなく、市民協働を広め

るパンフレットのようなものもないため、

市民全体で市民協働に対する考えが統一さ

れていないことがわかった。	

	 二つ目は「協働の担い手の高齢化と強い



固定観念」である。高齢社会である土浦市

では高齢者の権限が強く、NPO が動きづらい

傾向にある。また市民協働の担い手もほと

んどが高齢者で、土浦市民情報サイト「こ

らぼの」viiに掲載されている団体を調査した

ところ、団体構成年齢の約 70%が 60 歳以上

と言う結果が得られた。またヒアリング調

査からそれらの高齢者は土浦市の現状に満

足しており、地域への問題意識が薄いこと

も分かった。	

	 三つ目として「市民協働における行政シ

ステムの問題」が考えられる。行政が抱え

る課題を市民に明示できていないことや、

各課の連携が取れていないことから、市民

協働がまちの課題解決に直結していないこ

とがわかった。2.3.3 節で述べた「まちづく

りファンド」の応募件数も事業開始時期は

好調であったものの、年々その数は落ち込

み平成 29 年度は 1 件に留まっている。図 5

はその推移である。	

図 5	まちづくりファンドの新規事業応募件数	
	
4.2 土浦市での市民協働における課題	
	 ヒアリング結果とこれまでに述べた現状

から、本実習では土浦市の市民協働におけ

る課題を以下の三つに設定する。	

	

①市民協働を活性化させる手軽な方法
がない	

	 	 節 2.3.3 で述べたまちづくりファンド

の手続きのように、土浦市で協働事業を行

うには、少し複雑で面倒なプロセスを踏む

必要があることや市民協働を始めるにあ

たって覚悟が必要となること、さらに提案

を団体でする必要があるため提案へのハ

ードルが高いことがあげられる。これらの

ことから「手軽に些細な気づきを個人単位

で発信できるような場所が不足している」

と言える。	

	

②市民協働の新規事業が少ない	
	 節 4.1で述べたように図 5のグラフから

「まちづくりファンド」における新規事業

応募数は年々減少しており、新規事業が少

なくなっていることがわかる。	

	

③市民協働参加者の属性が偏っている	
	 図 5 は土浦市民活動情報サイトの「こら

ぼの」に掲載されている団体の構成員の主

な年齢層の割合である。これを見ると 60

代の団体が 7 割も占めている。また市への

インタビューより市の行うワークショッ

プの参加者も高齢者に偏っていることが

わかり、若者の市民協働への参加を促す必

要があるといえる。	

図 6	市民活動団体構成員の主な年齢層	

	

	 以上の三つの課題を踏まえて、今後土浦

市には「幅広い世代が気軽に市民協働に

参加できる環境」が求められていると言え

る。	

	

                                            
ihttp://www.city.ono.fukui.jp/shisei/chiikiokoshi/shimin-kyodou/simi
nkyoudou.html (福井県大野市 HP 市民協働とは？ 2017/10/16) 
iihttp://www.city.tsuchiura.lg.jp/jgcms/admin74892/data/doc_dumm
y/1398861226_doc_34_5.pdf (土浦市都市計画マスタープラン 
2017/10/16) 
iii総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別
将来推計人口」 
iv平成 28年度版「土浦市財政ハンドブック」 
v総務省「国勢調査」、厚生労働省「都道府県別生命表」に基づきまち・
ひと・しごと創生本部作成  
vi http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page006114.html (土浦市
HPまちづくりファンド)  
vii http://www.corabono.com (土浦市民情報サイト「こらぼの」HP) 


